「海洋生分解性プラスチック分解菌の混合物の提供事業」の
事前検証に係る契約書

独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「甲」という。）と○○株式会社（以下「乙」という。）とは、甲が開発した海洋生分解性プラスチック分解菌の混合物（以下「海プラカクテル」という。）の提供事業を甲が行うか否かを検討するに当たり、甲と乙共同で実施する海プラカクテルの品質検証に関して、以下のとおり本契約を締結する。

第1条（目的）
[bookmark: _Hlk93412410][bookmark: _Hlk215590989]本契約は、甲が海プラカクテルの品質検証を行うため、事前に甲が乙に生分解性プラスチックフィルム、海プラカクテル、試験プロトコルを提供し、乙が試験を行い甲に結果を報告し、甲が海プラカクテルの安定性及び再現性の確認（以下「本検証」という。）を行うことを目的とする。

　本検証の実施期間：契約締結日　から　令和８年○月○日まで（５ヶ月間）

第２条（定義）
本契約における用語の定義は以下のとおりとする。
１　「バックグラウンド情報」とは、本契約締結時に各当事者が保有する技術情報で　あって、本検証に関連して当該当事者が必要とみなす知見、データ及びノウハウ等の技術情報をいう。
２　「本菌株」とは、本検証のため甲が乙に提供する菌株をいう。
３　「海プラカクテル」とは、本検証のため甲が乙に提供する、本菌株を複数混合した混合物をいう。
４　「秘密情報」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
(1)　本検証の遂行の目的（以下「本目的」という。）のために、書面、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず一方当事者（以下「開示者」という。）が相手方（以下「受領者」という。）に対して開示する試験プロトコルを含む一切の情報、当該情報を含む記録媒体、本菌株及び海プラカクテル並びにその他の有体物（本菌株及び海プラカクテルに関する提供データ、その他甲又は乙のバックグラウンド情報を含むが、これらに限られるものではない。）
(2)　本契約の存在・内容、甲乙間の協議・交渉の存在・内容
５　前項の定めにかかわらず、受領者が書面又は電磁的記録によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とする。
(1)　開示を受けたときに既に保有していた情報
(2)　開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)　開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は   創出した情報
(4)　開示を受けたときに既に公知であった情報
(5)　開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

第３条（本検証）
本検証における甲及び乙の役割分担は、別紙記載のとおりとする。

第４条（第三者への委託）
１　甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意がない限り、本検証に係る業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
２　甲又は乙が前項に基づき第三者（以下「受託者」という。）に業務を委託する場合、当該当事者は、受託者に対して本契約第９条から第１３条と同等の秘密保持義務を負わせ、これを遵守させる義務を負う。受託者による秘密保持義務違反その他の作為・不作為は、その委託に係る業務に関して、当該委託をなした当事者の作為・不作為とみなされる。

第５条（経費の負担）
本検証に要する費用は、本契約に別段の定めがない限り、本契約に定める役割分担に従って、甲乙各自が負担する。

第６条（本検証の結果の帰属及び報告）
１　乙は、本検証の実施期間終了後３０日以内に、本検証の結果を甲に書面（以下「本報告書」という。）で報告する。また甲の求めに応じて本検証に関するヒアリングに応じることとする。
２　本報告書及び本報告書に記載の成果物（次条の知的財産権を除く。）は、原則、甲に帰属する。
３　甲は、本報告書のうち公表可能な箇所を品質評価結果として公表できるものとする。

第７条（成果に係る知的財産権の取扱い）
１　甲又は乙は、本検証の過程において単独で発明等を成した場合は、その内容及び経緯等を相手方に対して遅滞なく通知し、発明等に関わる権利の帰属及び出願又は登録の可否等を含め、その取扱いについて互いに協議するものとする。
２　甲及び乙は、本検証の過程において共同で発明等を成した場合は、その取扱いについて協議するものとする。

第８条（海プラカクテル等の提供）
１　甲は、乙の要求に基づき、本検証実施期間中、乙の分担業務である本検証の目的に必要な生分解性プラスチックフィルム及び海プラカクテル（以下「海プラカクテル等」という。）を無償で乙に提供する。
２　乙は、甲から提供された前項の海プラカクテル等を甲の秘密情報として取り扱うとともに、本検証の目的以外の目的に使用してはならない。
３　甲又は乙が本検証に関連して相手方に提供するもの（第１項で提供するものを含む）が微生物等の有体物であって一般的に適切な管理・取扱いを要するものである場合、当該提供をする当事者は相手方に対し、適時に（遅くとも当該有体物の交付時までに）当該有体物の適切な取扱い、使用、保管に係る安全性に関する情報を開示する。

第９条（秘密保持）
１　甲及び乙は、善良なる管理者が払うべき注意義務をもって相手方の秘密情報を管理し、その秘密を保持するものとし、開示者の事前の書面による承諾を得ずに第三者に対して開示若しくは漏えいし、又は公表してはならない。ただし、本条において、乙の子会社である△△株式会社は「乙」に含むものとする。
２　前項の定めにかかわらず、受領者は、秘密情報を、本目的のために必要な範囲のみにおいて、受領者の役員及び従業員又は職員（以下「役員等」という。）に限り開示できる。
３　受領者は、前項に定める開示に際して、役員等に対し、秘密情報の漏えい、滅失、毀損の防止等の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行い、その在職中及び退職後も本契約に定める秘密保持義務を負わせる。役員等による秘密情報の開示、漏えい、本目的以外の目的での使用については、当該役員等が所属する受領者による秘密情報の開示、漏えい、本目的以外の目的での使用とみなす。
４　受領者は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示する場合には、開示者の事前の書面による承諾を得なければならない。この場合、受領者は、当該第三者に対して本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負う。
５　前各項の定めにかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合、秘密情報を開示することができる（ただし、1号又は2号に該当する場合には可能な限り事前に開示者に通知する。）。また、受領者は、係る開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示者に対して通知する。
(1)　法令の定めに基づき開示すべき場合
(2)　裁判所の命令、監督官公庁又はその他法令・規則の定めに基づく開示の要求がある場合
(3)　受領者が、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律上負担する者に相談する必要がある場合
(4)　甲が経済産業省の求めに応じて、独立行政法人通則法第３５条の１１又は第６４条第１項に基づく報告の目的で甲乙間の協議・交渉の存在・内容を同省に開示する場合

第１０条（目的外使用の禁止）
受領者は、開示者から開示された秘密情報を、本目的以外のために使用してはならない。

第１１条（秘密情報の複製）
受領者は、本目的のために必要な範囲において相手方の秘密情報を複製（書面、電磁的記録媒体、光学記録媒体及びフィルムその他一切の記録媒体への記録を含む。）することができる。複製により生じた情報も秘密情報に含まれるものとする。

第１２条（リバースエンジニアリングの禁止）
受領者は、相手方の秘密情報について、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他秘密情報の組成又は構造の分析、解析、改良その他類似の行為を行ってはならない。

第１３条（秘密情報の破棄又は返還）
１　受領者は、本契約が終了した場合又は開示者からの書面による請求があった場合には、開示者の指示に従い、受領者が保持する秘密情報を速やかに破棄又は返還する。
２　受領者は、開示者が秘密情報の廃棄を要請した場合には、速やかに秘密情報が化体した媒体を廃棄し、開示者の指示に従い、当該廃棄に係る受領者の義務が履行されたことを証明する書面を提出する。

第１４条（有効期間）
１　本契約の有効期間は、本契約書に定める本検証実施期間の初日から第６条に定める報告書の提出の完了の日までとする。
２　前項の規定にかかわらず、第７条（成果に係る知的財産権の取扱い）の規定は本契約終了後もなお有効に存続する。また、第６条（本検証の結果報告）にて甲から乙へ求める本検証へのヒアリング、本契約に基づき開示された秘密情報に関する第９条（秘密保持）ないし第１３条（秘密情報の破棄又は返還）に定める受領者の義務は、本検証の終了後３年が経過するまでなお有効に存続する。

第１５条（解除）
１　いずれかの当事者が本契約に違反し、相手方当事者から当該違反の是正の催告を受けた後３０日以内に当該違反を是正しない場合には、相手方当事者は、本契約を直ちに解除することができるものとする。ただし、秘密保持義務の違反その他、義務の性質上違反の是正ができない場合は、催告をせずに直ちに解除することができる。
２　甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該当事者へ書面で通知することにより、本契約を直ちに解除することができるものとする。
(1)　支払停止、支払不能、倒産手続の申立、事業廃止、解散、事業の全部又は重要部分の譲渡、その他本検証の遂行に重大な影響を及ぼす事由が生じた場合
(2)　信頼関係を破壊する行為、その他本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
(3)　合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡又は主要株主が変動した場合など、支配権に実質的な変動があった場合

第１６条（反社会的勢力でないことの確認）
１　甲及び乙は、その研究員、主要な出資者及び役職員が反社会的勢力でないこと、並びに反社会的勢力と知りながらそれを利用しないことを誓約する。なお、本契約において、「反社会的勢力」とは、暴力団及び暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
２　甲及び乙は、前項に関し、相手方当事者の行う調査に合理的な範囲で協力し、求められた資料等を提出しなければならない。また、前項に対する違反を発見した場合は、直ちに相手方当事者にその事実を報告しなければならない。
３　甲及び乙は、相手方当事者が次の各号のいずれかに定める事由に該当する場合、相手方当事者に対する何らの催告なしに、直ちに本契約を解除することができる。
(1)　前２項に違反した場合
(2)　自ら又は第三者を利用して、暴力行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為等の行為をした場合

[bookmark: _Hlk43935913]第１７条（裁判管轄）
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第１８条（協議解決）
本契約に定めのない事項又は本契約について疑義が生じた場合については、協議の上解決する。
[bookmark: _Hlk43935949]
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。


　　　　年　　月　　日

甲	東京都渋谷区西原２－４９－１０
		独立行政法人製品評価技術基盤機構
		理事長 
		長谷川　史彦		（印）

乙	（住所）
		○○株式会社
		（役職）
		（氏名）		（印）
[bookmark: _Toc96358916][bookmark: _Toc97072700]
（別紙） 
本検証

1. 作業内容及び役割分担
(1)  甲：独立行政法人製品評価技術基盤機構
生分解性プラスチックフィルム、甲が開発した海プラカクテル及び試験プロトコルを乙へ提供する。

(2)  乙：○○株式会社
生分解性プラスチックフィルムと甲が開発した海プラカクテルを人工海水とともに試験容器内で混合し、好気的環境下において酸素消費量又は二酸化炭素発生量により生分解度を測定する。

2. 報告書
乙は、甲に対し、本検証の実施期間終了後３０日以内に、以下の項目を記載した報告書を提出する。
(1) 本検証の結論
(2) 結論を導いた根拠となる成績
(3) その他（必要に応じて）
